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=
一
段
銭
奉
行

【
史
料
町
】

青
蓮
院
御
門
跡
領
新
御
所
侍
職
大
嘗
会
段
銭
事
、

可
為
京
済
之
上
者
、
可
被
止
国
催
促
状
如
件
、

永
平
二三

月
十
八
日
将
久
(
花
押
)

段
銭
奉
行
中

右
の
発
給
人
将
久
は
、
花
押
か
ら
甲
斐
将
久
と
認
定

で
き
る
。
ま
た
、
冒
頭
の
「
青
蓮
院
御
門
跡
領
新
御

所
侍
職
」
は
敦
賀
郡
を
中
心
と
し
た
越
前
に
設
定
さ

れ
た
所
領
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
書
は
、
越
前
に
お

河
村

け
る
段
銭
徴
集
が
段
銭
奉
行
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
守
護
代
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
応
永
三
年
当
時
の
小

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
越
前
で
は
「
段
銭
奉
行
」
守
護
代
は
狩
野
新
左
衛
門
と
下
野
法
眼
で
あ
る
か
託
、

の
名
辞
が
見
ら
れ
る
史
料
が
管
見
の
限
り
こ
れ
以
外
甲
斐
・
飯
尾
ら
は
役
夫
工
米
の
徴
集
に
当
た
っ
た
使

に
な
く
、
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
節
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
守
護
使
に
分
類
す
べ

じ
斯
波
氏
分
国
の
尾
張
で
は
寸
段
銭
奉
行
」
に
催
促
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
甲
斐
越
前
入
道
は
、
こ
の
四

停
止
を
命
じ
る
例
が
一
例
あ
円
、
し
か
も
妙
興
寺
領
年
あ
と
に
は
尾
張
で
伊
東
大
和
入
道
と
共
に
大
徳
寺

に
関
す
る
斯
波
氏
か
ら
の
段
銭
請
取
状
が
応
永
二
十
知
意
庵
領
松
枝
荘
内
破
田
村
に
対
す
る
違
乱
禁
止
の

六
年
(
一
四
一
九
)
以
降
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
長
と
旨
を
周
囲
守
護
代
甲
斐
祐
徳
か
ら
下
達
さ
れ
て
い
必

こ
ろ
か
ら
、
尾
張
の
段
銭
奉
行
は
応
永
二
十
年
代
頃
し
、
飯
尾
は
他
に
所
見
が
な
い
も
の
の
、
幕
府
奉
行

在
地
に
置
か
れ
た
常
設
機
関
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
人
飯
尾
氏
の
一
族
で
斯
波
氏
の
被
官
と
な
っ
た
者
で

こ
の
尾
張
の
例
が
そ
の
ま
ま
越
前
に
適
用
で
き
る
か
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
永
享
元
ご
四
二

ど
う
か
、
以
下
越
前
に
お
け
る
段
銭
徴
集
の
展
開
の
九
〕

i
四
年
に
は
飯
尾
美
作
守
重
清
が
管
領
斯
波
義

中

で

考

え

て

い

き

た

い

。

淳

の

使

者

と

し

て

活

動

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

【

史

料

問

】

史

料

D
の
宛
人
甲
斐
・
飯
尾
の
二
人
が
、
越
前
の
在

今
南
東
役
夫
工
米
事
、
不
致
先
々
其
沙
汰
之
由
、
国
常
設
機
関
に
属
し
て
い
た
可
能
性
は
小
さ
い
。

白
地
下
歎
申
候
、
其
上
於
此
所
者
、
被
閣
諸
役
応
永
十
二
年
に
な
る
と
、
同
じ
甲
斐
祐
徳
が
河

候
事
候
、
所
詮
可
被
止
御
催
促
候
也
、
恐
々
謹
口
・
坪
江
荘
の
役
夫
工
米
の
催
促
停
止
を
下
達
す
る

言

、

の

に

、

小

守

護

代

の

二

人

に

宛

て

て

い

る

(

注

7
参

照
)
。
こ
の
こ
と
を
、
越
前
に
お
け
る
段
銭
徴
集
が

そ
れ
ま
で
の
使
節
派
遣
方
式
か
ら
小
守
護
代
に
よ
る

徴
集
に
転
換
し
た
と
解
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
河
口
・
坪
江
荘
へ
の
「
御
新
造
料
段
銭
」

の
催
促
停
止
を
命
じ
た
寛
正
四
年
二
四
六
三
)
閏

JU--永
第
三
」

八
月
九
日
祐
徳
(
花
押
)

甲
斐
越
前
入
道
殿

飯
尾
三
良
左
衛
門
尉
殿

右
の
宛
人
二
人
の
地
位
は
、
守
護
代
甲
斐
祐
徳
(
将

教
)
か
ら
連
名
で
下
達
を
一
受
け
て
い
る
点
で
一
見
小

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
二
)
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六
月
十
七
日
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
飯
尾
彦

三
郎
と
守
護
使
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
同
、
段
銭

徴
集
の
際
、
中
央
か
ら
の
守
護
使
節
が
派
遣
さ
れ
る

こ
と
は
、
そ
の
後
も
珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
(
但

し
幕
府
奉
行
人
が
加
わ
っ
て
は
い
る
が
)
。
段
銭
促

催
停
止
が
小
守
護
代
に
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
小
守
護
代
が
国
街
機
構
を
指
揮
下
に
組
み
込

ん
だ
か
、
も
し
く
は
在
庁
官
人
を
小
守
護
代
と
し
て

編
成
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
、
小
守
護
代
が

国
街
機
構
と
守
護
権
力
を
結
ぶ
結
節
点
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
永
享
二
年
の
史
料
C
に
「
段

銭
奉
行
」
の
名
が
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
尾
張
で
段
銭

奉
行
が
登
場
す
る
時
期
に
近
く
、
斯
波
氏
分
固
に
お

い
て
応
永
末
年
頃
に
段
銭
奉
行
が
置
か
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
仮
に
越
前

の
段
銭
奉
行
が
尾
張
と
同
じ
く
在
国
の
常
設
機
関
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
小
守
護
代
の
職
掌
に

含
ま
れ
て
い
た
段
銭
徴
集
を
専
ら
担
当
す
る
も
の
と

し
て
独
立
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
あ

と
越
前
に
お
い
て
段
銭
の
徴
集
シ
ス
テ
ム
を
物
語
っ

て
く
れ
る
史
料
は
決
し
て
多
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
段
銭
奉
行
」
の
所
見
も
な
い
し
、
尾
張
の
よ
う
な

在
地
の
守
護
被
官
(
段
銭
奉
行
)
に
よ
る
段
銭
請
取

状
も
伝
存
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
、
段
銭
奉
行

が
た
と
え
在
国
常
設
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
後
ど
こ
ま
で
存
続
し
た
の
か
甚
だ
疑
わ

し
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
次
に
挙
げ
る

の
は
、
史
料
C
以
降
の
越
前
に
お
け
る
斯
波
氏
の
段

銭
徴
集
の
具
体
的
様
相
を
伝
え
る
数
少
な
い
事
例
と

し
て
貴
重
で
あ
る
。

【
史
料
E】

尚
々
御
割
存
参
進
之
候
、

為
当
寺
御
造
営
、
越
前
回
段
銭
六
百
貫
文
只
今

究
済
申
候
、
仇
一
氏
巾
皆
済
之
御
請
取
給
候
て
、

度
々
御
請
取
を
返
進
可
申
候
、
委
細
御
使
ニ
令

申
候
、
恐
々
謹
言
、

卯
月
廿
九
日

回

久根春
泰阿

(
花
押
)

(
花
押
)

越
後
法
橋
御
房

進
之
候

(
奥
端
書
)

「
康
正
弐
」

(
符
筆
)

(

7

7

)

「
田
根
折
需
康
正
二
四
廿
八
」

こ
れ
は
、
東
寺
造
営
越
前
国
段
銭
六

O
O貫
文
の
皆

済
に
当
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
納
入
の
度
毎
に
受
け
取

っ
て
い
た
請
取
を
返
還
す
る
代
わ
り
に
全
額
分
の
請

取
の
発
給
を
東
寺
に
求
め
た
も
の
で
、
差
出
人
の
二

人
は
、
厳
密
に
は
東
寺
へ
の
段
銭
納
入
責
任
者
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
納
入
責
任
者
は
同
時
に
徴
集

責
任
者
で
も
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
二
人
の
う
ち
回
根
久
泰
は
、
守
護
代
申

斐
将
久
(
常
治
)
の
偏
講
を
受
け
て
い
る
と
み
ら
れ
、

ま
た
永
享
i
嘉
吉
頃
に
在
京
機
関
た
る
「
国
奉
行
」

を
務
め
た
田
根
入
道
性
祐
も
甲
斐
家
人
と
い
わ
れ
て

い
て
、
回
根
氏
は
甲
斐
氏
被
官
と
し
て
在
京
し
な
が

ら
斯
波
家
中
に
重
職
を
得
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
(
次
節
で
詳
述
)
。
そ
し
て
先
の
田
根
久
泰
は
、

甲
斐
常
治
の
没
後
そ
の
跡
を
襲
っ
た
嫡
孫
甲
斐
千
喜

久
丸
(
信
久
)
に
も
近
侍
し
て
い
た
か
ら
、
田
根
氏

惣
領
と
み
な
し
て
大
過
な
く
、
お
そ
ら
く
、
か
つ
て

「
国
奉
行
」
を
務
め
た
田
根
入
道
性
祐
の
嫡
子
で
は

あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
か
か
る
久
泰
が
、
先
に

想
定
し
た
よ
う
な
在
国
の
常
設
機
関
と
し
て
の
段
銭

奉
行
に
在
職
し
て
い
た
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
結
局

久
泰
・
春
阿
の
二
人
は
、
東
寺
造
営
段
銭
徴
集
の
た

め
に
越
前
に
派
遣
さ
れ
た
使
節
と
み
な
す
の
が
も
っ

と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
在

国
常
設
機
関
と
し
て
の
段
銭
奉
行
の
存
在
を
否
定
す
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る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
史
料
C
の

「
段
銭
奉
行
」
と
は
実
は
回
根
久
泰
・
春
阿
の
よ
う
に

段
銭
賦
課
に
際
し
て
在
京
被
官
の
中
か
ら
下
向
す
る

徴
集
使
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
一
方
で
示

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
越
前
の

場
合
、
仮
に
永
享
初
年
頃
ま
で
に
尾
張
の
ご
と
き
在

国
常
設
機
関
と
し
て
の
段
銭
奉
行
の
よ
う
な
組
織
が

設
置
さ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
後
の
展
開
の
中
で
そ
の

ま
ま
定
着
な
い
し
発
展
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
在
地
で
の
段
銭
徴
集
機
能
は
従
来
通
り
、

他
の
守
護
役
と
同
じ
く
小
守
護
代
が
担
っ
て
い
た
も

の
と
恩
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
寛
正
六
年
「
越
前
国
段

銭
L

(

名
目
不
明
)
が
課
さ
れ
た
際
、
幕
府
政
所
執

事
代
姥
川
親
元
は
同
国
平
葺
(
幕
府
料
所
)
の
代
官

を
務
め
る
柏
蔵
主
の
依
頼
に
応
じ
て
幕
府
上
使
高
藤

五
郎
兵
衛
に
遣
わ
し
た
書
状
の
中
で
、
平
葺
と
細
江

の
両
所
は
「
公
役
L

免
除
で
あ
る
と
し
「
時
宜
守
護

代
両
人
存
知
之
由
被
申
之
、
被
相
尋
之
可
然
様
ニ
可

預
成
敗
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
守
護
代

両
人
」
は
「
両
人
」
の
表
記
か
ら
み
て
小
守
護
代
と

判
断
さ
れ
る
か
ら
、
段
銭
徴
集
の
実
務
を
在
地
で
担

っ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
小
守
護
代
で
あ
る
こ
と
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
寺
領
遠
江
国
原
田
荘
細
谷
郷
代
官
道
伊
の
未
進

に
関
す
る
、
嘉
吉
三
年
(
一
四
四
三
)
「
最
勝
光
院

方
評
定
引
付
」
八
月
十
三
日
条
に
次
の
如
き
記
事
が

み
え
る
。

【

史

料

問

】

錐

細
谷
代
官
道
伊
未
進
事
、
可
訴
国
方
、
国
奉
行

回
根
内
々
成
望
之
問
、
不
可
事
行
欺
、
此
題
目

ヲ
ハ
閤
之
(
後
略
)

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
「
国
奉
行
」
と
呼
ば
れ
る
地
位

に
、
前
節
で
ふ
れ
た
田
根
氏
が
就
い
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
見
在
国
奉
行
と
お
ぽ
し
き

も
の
は
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
在
京
の
職
と
考
え
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
永
享
十
二
年
(
一
四
四

O
)
の

以
上
、
越
前
に
お
い
て
は
尾
張
の
段
銭
奉
行
に
当

た
る
も
の
が
在
国
支
配
機
構
の
中
に
常
設
さ
れ
て
い

た
蓋
然
性
は
小
き
く
、
基
本
的
に
は
小
守
護
代
が
そ

の
実
務
に
当
た
り
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
田
根
久

泰
の
よ
う
な
在
京
被
官
(
こ
れ
を
段
銭
奉
行
と
呼
ん

だ
可
能
性
も
あ
る
)
が
小
守
護
代
か
ら
受
領
す
る
と

い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
た
と
想
定
し
て
お
き
た

四

「
園
奉
行
」

河
村

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
革
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
二
)

結
城
合
戦
に
際
し
て
斯
波
箪
が
関
東
に
出
陣
し
た
と

き
、
東
寺
が
遠
江
守
護
代
甲
斐
常
治
と
「
多
根
入

道
」
に
銭
別
を
送
っ
て
い
た
り
、
や
は
り
東
寺
が
嘉

吉
三
年
遠
江
国
村
櫛
荘
の
未
進
年
貢
催
促
を
甲
斐
に

依
頼
す
る
際
、
白
根
を
介
し
て
申
し
入
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
回
根
の
在
京
を
裏
付
け
て
い

る
。
つ
ま
り
、
史
料
F
の
「
国
奉
行
」
の
「
国
L

は

そ
の
直
前
で
「
国
方
」
と
表
記
す
る
「
守
護
」
の
謂

に
す
ぎ
ず
、
換
言
す
れ
ば
「
守
護
方
在
京
奉
行
」
と

い
う
べ
き
存
在
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
あ

え
ず
史
料
表
記
に
従
っ
て
「
国
奉
行
」
の
呼
称
を
採

用
し
て
お
く
。

田
根
の
「
国
奉
行
」
と
し
て
の
活
動
を
示
す
と
思

わ
れ
る
の
が
次
の
文
書
で
あ
る
。

【
史
料
G
】

天
竜
寺
領
遠
州
村
櫛
庄
半
済
事
、
及
廿
ヶ
年
寺

家
一
円
知
行
之
分
候
、
尋
承
之
問
存
知
之
旨
令

申
候
、
恐
々
謹
言
、

(
押
紙
)寸

永
享
十
一
年
」
(
回
根
)

三
月
十
九
日
性
祐
(
花
押
)

寺
崎
殿

こ
れ
は
田
根
性
祐
が
、
村
櫛
荘
天
龍
寺
方
半
済
が
二

O
年
前
に
解
消
し
て
一
円
知
行
に
な
っ
て
い
る
こ
と
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に
つ
き
「
存
知
之
旨
」
を
証
言
し
た
も
の
で
、
同
荘
侍
者
御
中

地
頭
職
を
有
す
る
天
龍
内
庁
未
進
年
貢
を
本
家
東
寺
こ
の
文
書
は
『
福
井
県
史
』
資
料
編
8
の
傍
注
の

が
催
促
す
る
に
当
た
り
、
天
龍
寺
側
に
弁
解
の
機
を
如
く
応
永
二
十
六
年
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
杭
「
こ

与
え
ま
い
と
し
て
守
護
方
市
証
言
を
求
め
た
結
果
発
れ
に
よ
れ
ば
、
守
護
斯
波
氏
の
寺
領
安
堵
を
求
め
て

給
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
か
。
以
上
の
例
か
ら
回
根
上
洛
し
た
敦
賀
郡
西
福
寺
の
僧
か
ら
斡
旋
を
依
頼
き

氏
は
、
少
な
く
と
も
遠
江
に
お
け
る
知
行
関
係
に
通
れ
た
片
山
重
信
は
、
「
田
根
殿
」
と
の
談
合
が
肝
要

暁
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
越
前
に
関
し
と
助
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
回
根
殿
」
は
年
代
的
に

で
も
、
次
の
史
料
か
ら
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
み
て
先
の
回
根
性
祐
そ
の
人
と
思
わ
れ
る
。

【
史
料
H
】

以

上

か

ら

「

国

奉

行

」

回

根

性

祐

は

、

京

都

の

守

(

追

而

書

略

)

護

斯

波

氏

の

も

と

に

い

て

、

少

な

く

と

も

越

前

・

遠

今
度
御
上
洛
懸
御
自
候
、
畏
入
候
、
は
し
め
き
江
両
国
に
お
け
る
所
領
関
係
の
デ

l
タ
を
手
元
に
蓄
注

る
御
事
に
て
候
へ
と
も
、
御
わ
つ
ら
ひ
に
罷
成
え
て
い
た
吏
僚
で
、
守
護
に
よ
る
所
領
安
堵
に
際
し

(
1
)

村
山
修
一
編
『
葛
川
明
王
院
史
料
』
七
八
O
号
(
明
王

院
所
蔵
文
書
)
。

候
、
恐
入
候
、
真
福
寺
下
地
御
判
事
、
春
注
文
て
も
一
定
の
発
言
権
を
も
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

(
2
)

京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
古
文
書
室
架
蔵
の
影
写
本
で

委
細
給
候
て
可
申
出
候
、
回
根
殿
ニ
よ
く
可
被
と
こ
ろ
で
、
こ
の
回
根
氏
は
甲
斐
氏
と
き
わ
め
て
史
料
C
の
将
久
の
花
押
を
、
福
井
県
史
編
さ
ん
室
(
当
時
)

仰
置
候
、
住
僧
半
分
、
又
近
年
一
反
の
事
、
身
緊
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
田
根
性
架
蔵
の
写
真
で
、
応
永
三
十
三
年
十
一
月
三
日
甲
斐
美
濃

守
(
将
久
)
奉
書
(
『
県
史
』
資
8
、
西
福
寺
文
書
八
二

か
寄
進
状
し
た
、
め
候
て
可
進
候
、
彼
方
う
り
邦
は
甲
斐
氏
の
家
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
号
)
・
永
享
三
年
二
月
十
八
日
甲
斐
美
濃
守
(
将
久
)
奉
書

け
ん
・
同
寄
進
状
と
り
そ
へ
て
、
御
の
ほ
せ
候
し
、
ま
た
そ
の
子
と
思
わ
れ
る
回
根
久
泰
も
甲
斐
将
(
同
文
書
九
六
号
)
の
花
押
を
そ
れ
ぞ
れ
閲
覧
し
、
両
者
の

へ
く
候
、
身
か
一
反
事
、
御
名
と
申
候
物
に
て
久
(
常
治
)
の
偏
誇
を
受
け
て
い
て
、
応
仁
の
乱
で
一
致
を
確
認
し
た
。

(
3
)

小
泉
義
博
「
御
所
侍
名
回
・
新
御
所
侍
職
団
地
」

候
へ
く
候
、
在
所
ハ
兵
衛
ニ
御
た
つ
ね
候
て
し
は
甲
斐
信
久
(
千
喜
久
丸
)
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
(
『
若
越
郷
土
研
究
』
三
七
|
六
、
一
九
九
二
年
)
参
照
。

る
し
可
給
候
、
こ
れ
に
て
寄
進
状
し
た
冶
め
候
が
確
認
さ
れ
る
(
注
ロ
)
。
し
た
が
っ
て
、
尾
張
に

(
4
)

『
大
徳
寺
文
書
』
(
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
)
三
一

て
、
い
つ
れ
も
同
事
ニ
可
懸
御
目
候
、
(
中
略
)
関
す
る
回
根
氏
の
活
動
が
う
か
が
え
な
い
の
は
、
単
六
O
号。

(5)

応
永
二
十
六
年
十
一
月
十
三
日
某
重
持
等
連
署
段
銭
請

委
細
期
明
春
候
、
恐
憧
諸
問
)
な
る
史
料
残
存
の
問
題
で
は
な
く
、
回
根
氏
は
、
緊
取
状
(
『
新
編
一
宮
市
史
』
資
料
編
五
、
妙
興
寺
文
書
一
一

十
二
月
十
八
日
重
信
(
花
押
)
密
な
関
係
を
結
ぶ
甲
斐
氏
が
守
護
代
に
あ
っ
た
越
九
三
号
)
以
下
多
数
。

前
・
遠
江
に
関
し
て
の
み
「
国
奉
行
L

と
し
て
の
権

能
を
有
し
、
織
田
氏
が
守
護
代
を
務
め
る
尾
張
に
は

関
わ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
こ

こ
は
「
国
奉
行
」
の
語
義
に
照
ら
し
て
、
尾
張
も
含

め
た
斯
波
氏
の
全
分
固
に
関
わ
り
を
持
っ
た
在
京
奉

行
と
考
え
て
お
き
た
い
。
か
か
る
吏
僚
が
、
甲
斐
氏

の
被
官
で
あ
っ
た
こ
と
の
中
に
、
斯
波
氏
の
分
国
支

配
に
お
い
て
甲
斐
氏
の
占
め
る
比
重
の
大
き
き
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
6
)
『
県
史
』
資
5
、
一
一
一
田
村
士
郎
家
文
書
二
号
。

(7)

応
永
三
年
の
大
乗
院
領
坪
江
下
郷
阿
古
江
内
出
来
島
を

め
ぐ
る
相
論
に
関
す
る
裁
定
が
、
大
乗
院
門
跡
↓
甲
斐
将

教
↓
狩
野
新
左
衛
門
・
下
野
法
眼
と
い
う
系
統
で
下
達
さ

れ
て
い
る
が
(
『
史
料
』
七
|
二
、
四
五
一

1
二百円、

「
坪
江
郷
奉
行
引
付
L

)

、
こ
の
狩
野
・
下
野
の
両
人
は
、

河
口
・
坪
江
荘
の
役
夫
工
米
催
促
停
止
を
下
達
す
る
応
永

十
二
年
十
一
月
二
日
甲
斐
祐
徳
遵
行
状
(
『
雑
事
記
』
長

禄
四
年
五
月
二
十
六
日
条
)
の
宛
所
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

彼
ら
が
小
守
護
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(

8

)

(

応
永
七
年
)
六
月
十
二
日
甲
斐
祐
徳
書
状
(
『
大
徳
寺

文
書
』
一
二
一
一
七
号
)
。

(9)

『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
元
年
十
一
月
二
十
一
日
条
を

初
出
と
し
て
、
同
四
年
六
月
十
四
日
条
ま
で
、
管
領
斯
波

義
淳
の
使
者
と
し
て
甲
斐
・
織
田
・
二
宮
ら
の
諸
氏
と
と

も
に
同
書
に
頻
出
す
る
。
ま
た
、
こ
の
他
飯
尾
二
郎
左
衛

門
も
、
一
例
で
は
あ
る
が
管
領
使
者
と
し
て
の
所
見
が
あ

る
(
同
書
、
永
享
三
年
三
月
十
五
日
条
)
。
な
お
、
飯
尾
重

清
に
つ
い
て
は
、
設
楽
輩
出
寸
将
軍
足
利
義
教
の
『
御
前
沙

汰
』
体
制
と
管
領
」
(
『
年
報
中
世
史
研
究
』
一
八
、
一

九
九
三
年
)
参
照
。

(
叩
)
『
雑
事
記
』
寛
正
四
年
間
六
月
二
十
日
条
。
他
に
も
河

口
・
坪
江
荘
へ
の
即
位
段
銭
の
催
促
停
止
を
命
じ
た
寛
正

六
年
七
月
二
十
六
日
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
(
同
書
、
同

年
八
月
一
日
条
)
も
や
は
り
斉
藤
五
郎
兵
衛
尉
と
守
護
使

に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
飯
尾
彦
三
郎
、
斉
藤
五
郎

兵
衛
尉
は
と
も
に
当
時
の
「
室
町
殿
御
前
奉
行
L

で
あ
っ

た
が
(
問
書
、
同
四
年
七
月
二
十
六
日
条
)
、
寛
正
四
年
の

飯
尾
彦
三
郎
が
越
前
回
段
銭
の
微
集
責
任
者
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
『
山
科
家
礼
記
』
(
史
料
纂
集
)
同
年
六
月
十
七
日

河
村

条
の
「
飯
尾
彦
三
郎
所
へ
越
前
国
段
銭
下
候
問
、
太
万
金

持
行
」
と
い
う
記
事
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
段
銭
の
微
集
責
任
者
と
し
て
、
催
促
停
止
の
幕
命
が

伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

(
孔
)
「
東
百
」
カ
|
一
一
一
六
|
一
二
(
『
県
史
』
資

2
、
京
都

府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
文
書
東
寺
百
合
文
書
一
二
四
号
)
。

(
ロ
)
年
欠
閏
八
月
二
十
八
日
付
で
敦
賀
郡
西
福
寺
に
巻
数
・

銭
の
礼
状
(
『
県
史
』
資
8
、
西
福
寺
文
書
二
三
七
号
)
を

発
し
て
い
る
信
久
は
、
小
泉
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

(
寸
十
五
世
紀
の
越
前
守
護
代
」
『
一
乗
谷
史
学
』
七
、

一
九
七
四
年
)
、
甲
斐
千
喜
久
丸
の
こ
と
で
、
年
代
は
文

明
三
年
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
と
同
日
付
で
や
は
り
西
福
寺

に
同
様
の
礼
状
(
西
福
寺
文
書
二
三
八
号
)
を
出
し
て
い
る

久
泰
は
、
そ
の
花
押
か
ら
史
料
E
の
回
根
久
泰
の
こ
と
と

判
断
で
き
る
(
史
料

E
の
久
泰
の
花
押
は
『
県
史
』
資

2

の
巻
末
「
花
押
・
印
章
一
覧
」
問
、
西
福
寺
文
書
の
そ
れ

は
福
井
県
史
編
き
ん
室
〈
当
時
〉
架
蔵
写
真
で
そ
れ
ぞ
れ

照
合
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
久
泰
は
文
明
三
年
当
時
甲
斐
信

久
に
近
侍
し
て
い
て
、
信
久
と
並
ん
で
西
福
寺
か
ら
巻

数
・
銭
(
額
は
信
久
の
半
分
の
五

O
疋
)
を
贈
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
久
泰
の
甲
斐
氏
近
臣
た
る
地
位
が
確
認
で
き

ヲ。
(
日
)
『
親
元
日
記
』
(
増
補
続
史
料
大
成
)
寛
正
六
年
八
月
十

三
日
条
。

(
は
)
寸
東
百
L

る
|
四
七
(
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
6
|
以

下
『
静
岡
』
と
略
記
|
、
二

O
二
八
)
。

(
日
)
永
享
十
二
年
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
四
月
九
日
条

(
『
静
岡
』
一
九
九

O
、
「
東
百
」
る

i
四
六
)
。

(
日
)
嘉
吉
三
年
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
七
月
十
六
日
条

(
『
静
岡
』
二

O
二
五
、
「
東
百
L

る
|
四
七
)
。

南
北
朝
・
室
町
期
越
前
守
護
沿
草
・
支
配
機
構
に
関
す
る
諸
問
題
(
二
)

(
げ
)
「
束
百
」
テ
一

O
一
(
『
静
岡
』
一
九
六
六
)

0

(
児
)
村
櫛
荘
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
『
角
川
日
本
地
名
大
辞

典
幻
静
岡
県
』
(
角
川
書
底
、
一
九
八
二
年
)
「
村
櫛

荘
」
の
項
(
九
五

O
頁
)
、
村
井
章
介
寸
東
寺
領
遠
江
国
原

因
・
村
櫛
両
荘
の
代
官
請
負
に
つ
い
て
し
(
『
静
岡
県
史
研

究
』
七
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
参
照
。

(
閉
山
)
永
享
十
一
年
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
一
二
月
二
十
八

日
条
(
『
静
岡
』
一
九
六
七
、
「
東
百
」
る
四
五
)
に

寸
於
天
竜
寺
村
櫛
庄
鼎
入
道
及
廿
ヶ
年
天
竜
寺
一
円
知

行
之
由
、
載
折
紙
給
也
、
以
此
条
之
旨
、
年
々
未
進
可
催

促
之
由
衆
儀
了
し
と
あ
り
、
史
料
G
が
未
進
年
貢
催
促
に

用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、

天
竜
寺
は
そ
の
後
の
東
寺
の
催
促
に
対
し
て
、
「
去
年
々

貢
事
、
守
護
役
悉
入
了
、
品
川
一
粒
不
被
寺
納
上
者
、
本
役

事
不
可
致
沙
汰
」
と
答
え
た
と
い
う
(
『
静
岡
』
一
九
七

三
、
同
引
付
、
九
月
十
五
日
条
)
。

(
初
)
『
県
史
』
資
8
、
西
福
寺
文
書
六
九
号
。

(
幻
)
史
料
H
で
片
山
は
、
近
い
う
ち
に
一
反
の
地
を
寄
進
す

る
意
向
を
表
明
し
て
い
る
が
、
片
山
が
西
福
寺
に
御
名
内

の
田
地
一
反
を
真
福
寺
(
西
福
寺
末
寺
カ
)
に
寄
進
し
た
の

が
応
永
二
十
七
年
三
月
二
十
八
日
の
こ
と
で
あ
る
の
で

(
『
県
史
』
資
8
、
西
福
寺
文
書
七

O
号
)
、
史
料
H
は
前

年
の
も
の
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
永
享
七
年
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
一
一
一
月
二
十
五
日

{
一
械
抑
悶
山
山
ぬ
聞
批
凡
】

条
(
『
静
岡
』
一
八
七
二
一
、
寸
東
百
」
る
|
四
一
一
)
に
「
主
計
代

官
国
根
状
鰐
持
一
云
L

と
見
え
る
。
た
だ
し
嘉
吉
三
年
「
最

勝
光
院
方
評
定
引
付
L

七
月
十
六
日
条
(
『
指
摘
』
二
時

二
在
、
「
東
百
子
る

l
四
七
)
に
は
1

織
田
カ
ス
ヘ
ヵ
中

者
什
回
根
付
甲
非
了
L

と
も
あ
る
の
で
、
織
田
浄
祐
の
被

官
に
転
じ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
浄
祐
も
甲
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斐
氏
の
事
実
上
の
被
官
的
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
永
享
九
年
頃
の
越
前
国
河
口
荘
溝
江
郷
政
所

職
は
甲
斐
常
治
の
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
代

官
は
織
田
浄
祐
で
あ
っ
た
(
『
北
国
』
所
収
「
諸
庄
園
段

銭
注
文
」
)
。
こ
れ
は
甲
斐
が
政
所
職
を
請
負
い
つ
つ
、

織
田
に
代
官
を
務
め
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

織
田
が
甲
斐
の
き
わ
め
て
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
織
田
浄
祐
は
こ
の
他
、
同
じ
河
口
荘
の
新
郷

公
文
・
政
所
両
職
(
正
員
)
を
所
持
し
て
い
た
だ
け
で
な
く

(
『
北
国
』
所
収
「
寺
門
事
条
々
聞
書
」
)
、
遠
江
国
原
図

荘
細
谷
郷
で
も
応
永
二
十
年
か
ら
永
享
七
年
ま
で
二

O
年

以
上
も
代
官
に
在
職
し
て
い
た
(
『
静
岡
』
一
五

0
7
一

八
七
三
、
応
永
二
十
年
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
六
月

八
日
条
、
永
享
七
年
同
引
付
三
月
二
十
五
日
条
、
寸
東

百
」
る
二
六
・
四
二
)
。
こ
の
よ
う
に
織
田
主
計
入
道
浄

祐
は
、
甲
斐
氏
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
つ
つ
、
甲
斐
氏
が

守
護
代
を
務
め
る
越
前
と
遠
江
に
所
職
を
多
く
得
て
い
た

人
物
で
あ
っ
て
、
守
護
代
と
し
て
専
ら
尾
張
に
の
み
関
わ

っ
た
織
田
氏
本
宗
家
と
は
一
線
を
画
す
べ
き
存
在
で
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
織
田
浄
祐
の

「
内
者
」
と
も
さ
れ
る
回
根
性
祐
も
、
大
局
的
に
は
甲
斐

氏
の
被
官
と
み
な
し
て
よ
い
と
考
え
る
。
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